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は じ め に 

 
 
公文書等の管理に関する法律（平成 21年法律第 66号）は、「行政文書」、「法

人文書」及び「特定歴史公文書等」を総称して「公文書等」として定義し（第

２条第８項）、この公文書等の管理について、基本的事項を定めること等により、

行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図ることと

しており、 

これらの状況を把握するため、 

① 第９条においては、行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況

その他の行政文書の管理の状況について 

② 第 12条においては、独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状

況その他の法人文書の管理の状況について 

③ 第 26条においては、国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び

利用の状況について 

それぞれ、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならないと規定しており、

内閣総理大臣は、毎年度、当該報告を取りまとめ、その概要を公表することと

されている。 

本冊子は、上記各条に基づき、平成 27 年度におけるこれらの状況について、

各機関からの報告を受け、その概要を取りまとめたものである。 

 

※ 割合で示した数値は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、個々

の数値の合算と合計とが一致しない場合がある。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政文書の管理の状況） 
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平成 27年度における行政文書の管理の状況について 

 

 

Ⅰ 対象機関 

公文書等の管理に関する法律（平成 21年法律第 66号。以下「公文書管理法」

という。）第２条第１項各号に掲げる全ての行政機関（562機関） 

 

********************************************************************** 

 

第１号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下

に置かれる機関（26機関） 

    内閣官房、内閣法制局、国家安全保障会議、高度情報通信ネットワーク社会推

進戦略本部、地球温暖化対策推進本部、郵政民営化推進本部、総合海洋政策本部、

国土強靱化推進本部、社会保障制度改革推進本部、健康・医療戦略推進本部、社

会保障制度改革推進会議、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイ

バーセキュリティ戦略本部、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財

産戦略本部、地域再生本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、

宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、東京オリンピック競技大会・東京パ

ラリンピック競技大会推進本部、原子力防災会議、人事院、復興庁 

  (注) 本調査結果においては、下線を付した機関は、内閣官房又は内閣府の内数として

いる。 

 

 

 第２号 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成 11年法律第 89号）第 49条第１項及

び第２項に規定する機関（これらの機関のうち第４号の政令で定める機関が置か

れる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。）（７機関） 

     内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、金

融庁、消費者庁 

 

 

 第３号 国家行政組織法（昭和 23年法律第 120号）第３条第２項に規定する機関（第５

号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。）

（30機関） 

     総務省、公害等調整委員会、消防庁、法務省、公安審査委員会、公安調査庁、

外務省、財務省、国税庁、文部科学省、スポーツ庁、文化庁、厚生労働省、中央
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労働委員会、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、特

許庁、中小企業庁、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、気象庁、海上保安庁、

環境省、原子力規制委員会、防衛省、防衛装備庁 

 

 

 第４号 内閣府設置法第 39 条及び第 55 条並びに宮内庁法（昭和 22 年法律第 70 号）第

16条第２項の機関並びに内閣府設置法第 40条及び第 56条（宮内庁法第 18条第１

項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの（１機関） 

    ＜国家公安委員会に置かれる特別の機関＞ 

     警察庁 

 

 第５号 国家行政組織法第８条の２の施設等機関及び同法第８条の３の特別の機関で、

政令で定めるもの（497機関） 

    ＜法務省に置かれる特別の機関＞ 

     検察庁 

(注) 公文書管理法においては、最高検察庁、各高等検察庁、各地方検察庁及び各区

検察庁を、それぞれ一の行政機関としてその対象としている。 

   本調査結果においては、まとめて 1 機関としている。 

 

 第６号 会計検査院（１機関） 

 

 

 

（注）１ 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部は、平成 27年 7

月 24 日に設置。 

   ２ スポーツ庁及び防衛装備庁は、平成 27年 10 月１日に設置。 

 

********************************************************************** 

 

Ⅱ 対象期間 

平成 27年度（平成 27年４月１日から平成 28年３月 31日まで）の状況 

時点を問うものは、平成 28年３月 31日時点（※）の状況 

 ※ ただし、会計検査院においては、12月 31日に保存期間が満了するものが大多数であ

るため、平成 27年 12 月 31 日時点の状況。 
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Ⅲ 報告の概要 

 

１ 行政文書ファイル等の作成等の状況 

  行政機関の職員は、公文書管理法第１条の目的の達成に資するため、当該

行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事

務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理

に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない

とされている（同法第４条）。これに基づき、行政機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとし

て、当該行政機関が保有する「行政文書」（同法第２条第４項）は、能率的な

事務又は事業の処理及びその適切な保存に資するよう、単独で管理すること

が適当であると認めるものを除き、適時に、相互に密接な関連を有するもの

を一の集合物（以下「行政文書ファイル」という。）にまとめなければならな

いとされている（同法第５条第２項）。 

 

 

 (1) 行政文書ファイル等の保有数 

 各行政機関が保有する行政文書ファイル及び単独で管理する行政文書（以

下「行政文書ファイル等」という。）の保有数は、表１のとおり、18,046,295
ファイルであり、その内訳は、本省庁が 1,194,977 ファイル(6.6%)、施設等

機関が947,042ファイル(5.2%)、特別の機関が4,010,286ファイル(22.2%)、
地方支分部局が 11,893,990 ファイル(65.9%)となっている。 

 このうち、平成 27 年度に新規に作成又は取得された行政文書ファイル等 

は 2,668,049 ファイルであり、その内訳は、本省庁が 96,895 ファイル(3.6%)、
施設等機関が 123,220 ファイル（4.6%)、特別の機関が 1,285,317 ファイル

(48.2%)、地方支分部局が 1,162,617 ファイル（43.6%）となっている。 

 平成 26 年度と比べると、行政文書ファイル等の保有数は 1,463,860 ファ

イル（対前年度 8.8%）増加している。 
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表１ 行政文書ファイル等の保有数 

　 　　　（単位：ファイル、％）

行政文書ファイル等数

総数 本省庁 施設等機関 特別の機関 地方支分部局

18,046,295 1,194,977 947,042 4,010,286 11,893,990

(100.0) (6.6) (5.2) (22.2) (65.9)

うち新規 2,668,049 96,895 123,220 1,285,317 1,162,617

(100.0) (3.6) (4.6) (48.2) (43.6)

16,582,435 1,160,207 824,927 3,488,887 11,108,414

(100.0) 7.0 5.0 21.0 67.0

うち新規 2,586,912 91,234 120,361 1,162,234 1,213,083

(100.0) 3.5 4.7 44.9 46.9

15,277,633 1,116,844 704,907 2,970,427 10,485,455

(100.0) (7.3) (4.6) (19.4) (68.6)

うち新規 2,603,087 93,469 120,194 1,120,263 1,269,161

(100.0) (3.6) (4.6) (43.0) (48.8)

14,240,214 1,087,907 643,729 2,710,548 9,798,030

(100.0) (7.6) (4.5) (19.0) (68.9)

うち新規 2,594,449 106,568 122,894 1,002,080 1,362,907

(100.0) (4.1) (4.7) (38.6) (52.5)

平成23年度 14,672,757 1,339,572 676,974 2,556,460 10,099,751

(100.0) (9.1) (4.6) (17.4) (68.9)

うち新規 2,159,446 149,638 121,594 655,481 1,232,733

(100.0) (6.9) (5.6) (30.4) (57.1)

（注）１　「うち新規」は、新規に作成又は取得された行政文書ファイル等数で、内数を表す。
　　　２　（　）内は、行政文書ファイル等数に占める割合を表す。

平成25年度

平成24年度

平成27年度

平成26年度

 
 

（参考１）保有する行政文書ファイル等数が多い行政機関

（単位：ファイル、％）

本省庁 施設等機関 特別の機関 地方支分部局

防衛省 3,792,536 25,616 20,762 3,617,561 128,597

(100.0) (0.7) (0.5) (95.4) (3.4)

国税庁 3,142,453 32,285 14,835 19,042 3,076,291

(100.0) (1.0) (0.5) (0.6) (97.9)

国土交通省 3,118,203 60,462 18,177 30,416 3,009,148

(100.0) (1.9) (0.6) (1.0) (96.5)

法務省 2,019,641 75,788 696,704 0 1,247,149

(100.0) (3.8) (34.5) (0.0) (61.8)

厚生労働省 1,972,839 82,577 57,137 0 1,833,125

(100.0) (4.2) (2.9) (0.0) (92.9)

（注）　（　）内は、行政文書ファイル等数に占める割合を表す。

行政文書ファイル等数
行政機関名
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(2) 行政文書ファイル等の媒体の種別 

  各行政機関が保有する全ての行政文書ファイル等 18,046,295 ファイルに

ついて、その媒体の種別ごとにみると、表２のとおり、紙媒体が 16,996,917
ファイル(94.2%)、電子媒体が 996,157 ファイル(5.5%)、その他の媒体が

53,221 ファイル(0.3%)となっており、紙媒体がその大多数を占めている。 

 平成 26 年度と比べると、全ての行政文書ファイル等に占める紙媒体の割

合が減少（△0.4%）し、電子媒体の割合が増加（0.3%）している。 

 

表２ 行政文書ファイル等の媒体の種別 

（単位：ファイル、％）

行政文書ファイル等数（再掲）

紙媒体 電子媒体 その他の媒体

平成27年度 18,046,295 16,996,917 996,157 53,221

(100.0) (94.2) (5.5) (0.3)

うち新規 2,668,049 2,467,449 195,959 4,637

(100.0) (92.5) (7.3) (0.2)

平成26年度 16,582,435 15,692,165 864,882 25,388

(100.0) (94.6) (5.2) (0.2)

うち新規 2,586,912 2,422,075 164,178 501

(100.0) (93.6) (6.3) (0.0)

平成25年度 15,277,633 14,238,460 999,342 39,831

(100.0) (93.2) (6.5) (0.3)

うち新規 2,603,087 2,477,920 124,584 583

(100.0) (95.2) (4.8) (0.0)

平成24年度 14,240,214 13,468,615 745,479 26,120

(100.0) (94.6) (5.2) (0.2)

うち新規 2,594,449 2,439,951 154,207 291

(100.0) (94.0) (5.9) (0.0)

平成23年度 14,672,757 14,023,805 612,308 36,644

(100.0) (95.6) (4.2) (0.2)

(注)１　「電子媒体」は、CD、DVD、一元的文書管理システム、個別業務システム等で管理される
　　　行政文書ファイル等を表す。
　　２　「その他の媒体」は、フィルム、ビデオテープ等で管理される行政文書ファイル等を表す。
　　３　「うち新規」は、新規に作成又は取得された行政文書ファイル等数で、内数を表す。
　　４　（　）内は、行政文書ファイル等数に占める割合を表す。
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（参考２）電子媒体による行政文書ファイル等の保有割合が高い行政機関 

紙媒体 電子媒体 その他の媒体

消防庁 5,577 2,172 3,405 0

(100.0) (38.9) (61.1) (0.0)

うち新規 427 52 375 0

(100.0) (12.2) (87.8) (0.0)

総務省 161,201 73,239 87,962 0

(100.0) (45.4) (54.6) (0.0)

うち新規 14,738 3,469 11,269 0

(100.0) (23.5) (76.5) (0.0)

国家公安委員会 203 132 71 0

(100.0) (65.0) (35.0) (0.0)

うち新規 7 6 1 0

(100.0) (85.7) (14.3) (0.0)

国税庁 3,142,453 2,566,848 572,945 2,660

(100.0) (81.7) (18.2) (0.1)

うち新規 356,495 267,794 88,589 112

(100.0) (75.1) (24.8) (0.0)

公正取引委員会 7,919 6,572 1,347 0

(100.0) (83.0) (17.0) (0.0)

うち新規 1,534 1,034 500 0

(100.0) (67.4) (32.6) (0.0)

（注）１　「うち新規」は、新規に作成又は取得された行政文書ファイル等数で、内数を表す。
　　　２　（　）内は、行政文書ファイル等数に占める割合を表す。

（単位：ファイル、％）

行政文書ファイル等数
行政機関名

 
 

２ 行政文書ファイル等の管理の状況 

行政文書ファイル等は、適正な管理とともに効率的に業務に使用できるよう、

適切に分類し、分かりやすい名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の

満了する日を設定することとされている（公文書管理法第５条第１項及び第３

項）。また、保存期間が満了したときに、歴史公文書等に該当するものとして

国立公文書館等に移管する措置をとるか、それ以外のものとして廃棄する措置

をとるかを、保存期間満了前のできる限り早い時期に定めなければならないと

されている（同条第５項）。 

この保存期間が満了したときの措置は、「行政文書ファイル管理簿」に記載

し、公表することとされており（同法第７条）、各行政機関の行政文書ファイ

ル管理簿は、それぞれのホームページ及び電子政府の総合窓口（e-Gov。以下

「e-Gov」という。）（http://www.e-gov.go.jp/）から閲覧できるようになって

いる。 
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(1) 保存期間が満了したときの措置（レコードスケジュール）の設定状況 

  公文書管理法では、歴史資料として重要な行政文書ファイル等が確実に国

立公文書館等に移管されるようにするため、行政文書ファイル等の内容を最

も熟知するその作成者等が移管又は廃棄の判断に関与できるようにするこ

とを目的として、保存期間満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了

したときの措置（レコードスケジュール）を定めることとされている。 

各行政機関が保有する全ての行政文書ファイル等 18,046,295 ファイルに

ついて保存期間が満了したときの措置（移管又は廃棄）の設定状況をみると、

表３のとおり、保存期間が満了したときの措置を設定済みとしているものが

16,925,492 ファイル（93.8%）、未設定としているものが 1,120,803 ファイ

ル（6.2%）となっている。 

平成 26年度と比べると、設定済みファイルの割合が 1.9%増加している。 

このうち、平成 27 年度に新規に作成又は取得された 2,668,049 ファイル

については、保存期間が満了したときの措置を設定済みとしているものが

2,664,033 ファイル（99.8%）となっており、ほとんどのファイルについて

保存期間満了時の措置が付与されている。 

 

表３ 保存期間が満了したときの措置（レコードスケジュール）の設定状況

（単位：ファイル、％）

行政文書ファイル等数（再掲）

設定済みとしているもの 未設定としているもの

18,046,295 16,925,492 1,120,803
(100.0) (93.8) (6.2)

うち新規 2,668,049 2,664,033 4,016
(100.0) (99.8) (0.2)

16,582,435 15,234,254 1,348,181
(100.0) (91.9) (8.1)

うち新規 2,586,912 2,577,301 9,611
(100.0) (99.6) (0.4)

15,277,633 13,853,015 1,424,618
(100.0) (90.7) (9.3)

うち新規 2,603,087 2,596,057 7,030
(100.0) (99.7) (0.3)

14,240,214 11,884,027 2,356,187
(100.0) (83.5) (16.5)

うち新規 2,594,449 2,520,067 74,382
(100.0) (97.1) (2.9)

平成23年度 14,672,757 8,750,305 5,922,452
(100.0) (59.6) (40.4)

うち新規 2,159,446 1,929,022 230,424
(100.0) (89.3) (10.7)

（注）１　「うち新規」は、新規に作成又は取得された行政文書ファイル等数で、内数を表す。
　　　２　（　）内は、行政文書ファイル等数に占める割合を表す。

平成25年度

平成24年度

平成27年度

平成26年度
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３ 保存期間が満了した行政文書ファイル等の移管・廃棄等の状況 

  行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、あら

かじめ設定された保存期間が満了したときの措置（レコードスケジュール）

に従い、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないとされてお

り（公文書管理法第８条第１項）、廃棄しようとするときは、あらかじめ、内

閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないとされている（会計検

査院は除く。同条第２項。）。 

  なお、公文書等の管理に関する法律施行令（平成 22年政令第 250号。以下

「公文書管理法施行令」という。）別表において定める有期の最長の保存期間

は 30年であるが、保存期間及び保存期間の満了する日は、公文書管理法第５

条第４項及び同法施行令第９条の規定に基づき、延長することができること

とされている。 

  各行政機関において、平成 27年度に保存期間が満了した（当初満了予定で

あったが保存期間を延長したものを含む。）行政文書ファイル等は 2,896,731
ファイルであり、その移管・廃棄等の状況をみると、表４のとおり、「移管」

することとされたものが 9,614 ファイル(0.3%)、「廃棄」することとされたも

のが 1,803,778 ファイル(62.3%)、保存期間を「延長」することとされたもの

が 1,083,339 ファイル(37.4%)となっている。 

  平成 26 年度と比べると、「移管」及び「廃棄」することとされたファイル

数が減少（移管：△4,082 ファイル、廃棄:△504,095 ファイル）し、「延長」

することとされたファイル数が 94,427 ファイル増加している。 

 

表４ 保存期間が満了した行政文書ファイル等の移管・廃棄の状況 

（単位：ファイル、％）

保存期間満了行政文書ファイル等数

移　管 廃　棄 延　長

2,896,731 9,614 1,803,778 1,083,339

(100.0) (0.3) (62.3) (37.4)

3,310,481 13,696 2,307,873 988,912

(100.0) (0.4) (69.7) (29.9)

2,807,495 9,798 1,751,434 1,046,263

(100.0) (0.3) (62.4) (37.3)

2,537,963 12,653 2,309,543 215,767

(100.0) (0.5) (91.0) (8.5)

平成23年度 2,339,901 17,140 2,164,048 158,713

(100.0) (0.7) (92.5) (6.8)

（注）　（　）内は、行政文書ファイル等数に占める割合を表す。

平成25年度

平成24年度

平成26年度

平成27年度
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(1) 移管 

  保存期間が満了した行政文書ファイル等が歴史公文書等に該当する場合

には、国立公文書館等に移管しなければならないとされており（公文書管理

法第８条第１項）、宮内庁にあっては宮内庁書陵部図書課宮内公文書館に、

外務省にあっては外務省大臣官房総務課外交史料館に、その他の行政機関に

あっては独立行政法人国立公文書館の設置する公文書館（以下「国立公文書

館」という。）に移管されることとなる。 

 各行政機関において、平成 27 年度に保存期間が満了した行政文書ファイ

ル等で国立公文書館等へ移管することとされたものは、9,676 ファイルであ

り、その移管先は、表５のとおりである。当該ファイルは平成 28 年度に移

管されることとなる。 

 なお、平成 26 年度と比べると、移管されるとした行政文書ファイル等数

は 13,694 ファイルから 9,676 ファイルへと減少している。 

 

表５ 国立公文書館等への移管ファイル等数 

（単位：ファイル）

国立公文書館 宮内公文書館 外交史料館 合　計

平成27年度 6,236 192 3,248 9,676

平成26年度 6,346 201 7,147 13,694

平成25年度 5,037 239 4,523 9,799

平成24年度 6,296 273 6,083 12,652

平成23年度 6,087 304 4,138 10,529

（注） 国立公文書館への移管は年度単位であり、会計検査院は行政文書ファイル等を暦年で管理
　　 しているため、移管ファイル等数の合計は、表４の移管ファイル等数と一致していない。

 

  



12 
 

（参考３）国立公文書館等への移管ファイル等数が多い行政機関 

（単位：ファイル、％）

平成27年度保存期間

満了ファイル等数

外務省 3,248 36,974

(8.8) (100.0)

経済産業省 896 25,258

(3.5) (100.0)

中央労働委員会 658 1,156

(56.9) (100.0)

財務省 591 106,963

(0.6) (100.0)

内閣法制局 470 644

(73.0) (100.0)

（注）　（　）内は、平成27年度保存期間満了行政文書ファイル等数に占める割合を表す。

新賃金調停、労働争議関係書類

概算要求閣議関係資料（昭和60年
度）、昭和59年度法令改正

法律案審査録、政令案審査録

行政機関名 移管ファイル等数 移管文書の例

外交記録（二国間関係資料、国際会議
関係資料）

第一回日カタル合同委員会一九八五
年、輸出検査基準の改正

 

（参考４）保存期間が満了したファイル等に占める「移管」の割合が多い行政     

機関 

（単位：ファイル、％）

平成27年度保存期間

満了ファイル等数

内閣法制局 470 644

(73.0) (100.0)

中央労働委員会 658 1,156

(56.9) (100.0)

公害等調整委員会 15 45

(33.3) (100.0)

中小企業庁 104 516

(20.2) (100.0)

宮内庁 192 1,487

(12.9) (100.0)

（注）　（　）内は、平成27年度保存期間満了行政文書ファイル等数に占める割合を表す。

公害苦情処理事例集

昭和60年度中小企業技術促進臨時措置
法制定（原議）

行事関係録（昭和60年）、業務記録
（平成22年）

行政機関名 移管ファイル等数 移管文書の例

法律案審査録、政令案審査録

新賃金調停、労働争議関係書類
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(2) 廃棄 

  各行政機関（会計検査院を除く。以下この項において同じ。）において保

存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじ

め、内閣総理大臣に協議し、その同意を得ることが必要となっている（公文

書管理法第８条第２項）。 

  各行政機関からなされた廃棄に係る協議及び内閣総理大臣の同意の状況

をみると、表６のとおり、平成 27 年度に保存期間が満了する行政文書ファ

イル等について、平成 28年３月 31日までに廃棄に係る協議がなされたもの

は 1,771,957 ファイルとなっており、このうち、同意がなされたものは

538,789 ファイル（30.4%）、廃棄が不適当であるとして同意を得られなかっ

たもの（不同意）は 15 ファイルとなっている。 

なお、不同意となった行政文書ファイル等は、各行政機関において移管の

対象とならないものと判断し廃棄に係る協議がなされたものであるが、内閣

府及び国立公文書館において、「行政文書の管理に関するガイドライン」（平

成 23年４月１日内閣総理大臣決定。以下「ガイドライン」という。）の別表

第２に示される「保存期間満了時の措置の設定基準」及び各行政機関の行政

文書管理規則に照らして、歴史資料として重要な公文書であると判断し、不

同意としたものである。 

不同意としたファイルの例としては「JR 西日本福知山線列車事故 平成

１７年」と記載されているファイルについて、「国家・社会として記録を共

有すべき歴史的に重要な政策事項」に該当する歴史資料として重要な公文書

であると判断したものなどがある。 

また、平成 27 年度に保存期間が満了し、廃棄することとされた行政文書

ファイル等数（1,803,778 ファイル：表４参照）と表６における廃棄に係る

協議数（1,771,957 ファイル）との相違については、保存期間満了後の措置

は決定していたものの、平成 27 年度末までに正式な廃棄協議の手続が行わ

れなかったことによるものである。 

 

  



14 
 

表６ 廃棄に係る協議の状況 

（単位：ファイル、％）

廃棄に係る協議数

同　意 不同意 協議中

1,771,957 538,789 15 1,233,153

(100.0) (30.40) (0.00) (69.60)

1,764,777 1,764,773 4 —

(100.0) (100.00) (0.00)

1,802,621 1,802,487 134 —

(100.0) (99.99) (0.01)

2,546,656 2,546,005 651 —

(100.0) (99.97) (0.03)

平成23年度保存期間満了分 2,270,365 2,269,555 810 —

(100.0) (99.96) (0.04)

（注）１　本表については、小数点以下第３位を四捨五入している。
      ２　会計検査院は、協議対象ではないことから、本表の数値には含まれていない。
　　　３　（　）内は、廃棄に係る協議数に占める割合を表す。
　　　４　平成27年度保存期間満了分は、平成28年３月31日までに内閣府へ廃棄に係る協議がなされた
　　　　ものを計上している。
　　  ５　平成24～26年度保存期間満了分は、当該年度以降に保存期間満了分として廃棄に係る協議が
　　　　なされたものを含む。

平成26年度保存期間満了分

平成25年度保存期間満了分

平成24年度保存期間満了分

平成27年度保存期間満了分

 

(3) 保存期間の延長状況 

行政機関の長は、現に監査、検査等の対象となっているもの、訴訟や不服

申立てにおける手続上の行為に必要とされるもの、行政機関の保有する情報

の公開に関する法律（平成 11年法律第 42号）に基づく開示請求があったも

のといった特別な事情がある場合には、保存期間満了後も、それぞれに対応

するため当該事情が終了するまで行政文書ファイル等を保存しなければな

らないこととされている（公文書管理法施行令第９条第１項）。 

また、行政機関の長が職務の遂行上必要があると認める場合についても、

その必要な限度において、一定の期間を定めて延長することができることと

されている（同条第２項）。 

 

ア 延長理由 

表４において、平成27年度に保存期間が満了する予定であったものの、

当該保存期間を「延長」することとした 1,083,339 ファイルについて、そ

の延長の理由についてみると、表７のとおり、公文書管理法施行令第９

条第１項に掲げる事情に基づき延長を行っているものは、1,874 ファイル



15 
 

(0.2%)であり、残る 1,081,465 ファイル(99.8%)は同条第２項に基づく職

務遂行上の必要による延長となっている。 

同条第２項に基づく延長における「職務の遂行上必要がある」とした

理由をみると、国会関係用務や法令の制定又は改廃用務等のために必要

との理由もあるが、その多くは、平成 27年度中にレコードスケジュール

付与状況の確認が終了せず、結果的に延長の手続を行ったというもので

ある。 

 

表７ 保存期間の延長理由 

（単位：ファイル、％）

延長ファイル等数（再掲）

第１号 第２号 第３号 第４号

（ 監 査 ・ 検 査 ） （係属する訴訟） （ 不 服 申 立 て ） （ 開 示 請 求 ）

1,083,339 1,874 1,111 111 154 498 1,081,465

(100.0) (0.2) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (99.8)

988,912 1,232 395 335 164 338 987,680

(100.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (99.9)

1,046,263 826 293 41 208 284 1,045,437

(100.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (99.9)

215,767 1,128 606 80 29 413 214,639

(100.0) (0.5) (0.3) (0.0) (0.0) (0.2) (99.5)

158,713 4,759 3,691 230 307 531 153,954

(100.0) (3.0) (2.3) (0.2) (0.2) (0.3) (97.0)

(注)　（　）内は、延長ファイル等数に占める割合を表す。

平成24年度

平成23年度

公文書管理法
施行令第９条
第２項に基づ
く延長

公文書管理法施行令第９条第１項に基づく延長

平成27年度

平成25年度

平成26年度

 

 

イ 延長期間 

公文書管理法施行令第９条第２項に基づく保存期間の延長は、文書管

理者が職務の遂行上必要があると認める場合に、その必要な限度におい

て、一定の期間を定めて延長することができるものである。このため、

ガイドラインでは、職務遂行上の必要性が乏しいにもかかわらず、当該

保存期間を延長した場合の保存期間が通算で 60年を超える場合など、そ

の延長理由に合理性がないと考えられる場合は、改善を図ることとして

いる。 

同項に基づき保存期間を延長した 1,081,465 ファイルのうち、表８の

とおり、保存期間を 30年以上延長したものが 2,576 ファイル、通算の保

存期間が 60 年以上となるものが 7,030 ファイルあり、それぞれ平成 26

年度と比べると減少している。 
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なお、通算の保存期間が 60年以上となるものには、河川法に基づき一

級河川に指定した経緯等に関する文書である「昭和 60年度１級河川指定」

や、保存期間 100 年を超えるものとしては、刑事確定訴訟記録を管理す

るための「保管記録保管簿」などがみられた（参考５参照）。 

 

表８ 保存期間の延長状況 

（単位：ファイル）

公文書管理法施行令第９条第２項に基づき

保存期間を延長したファイル等数（再掲）

1,081,465 2,576 7,030

987,680 3,325 7,362

1,045,437 5,395 9,965

214,639 6,484 11,078

平成23年度 153,954 4,316 7,173

平成25年度

平成24年度

保存期間を30年以上延長
したもの

通算の保存期間が60年以
上となるもの

平成27年度

平成26年度

（参考５）通算の保存期間が 60年以上の件数が多い行政機関 
（単位：ファイル、％）

通算の保存期間が60
年以上となるもの

文化庁 11,458 1,943 ・宗教法人（認証等）

(100.0) (17.0) ・公益法人（設立）

文部科学省 29,378 1,610 ・学校法人（設立・変更届）

(100.0) (5.5) ・公益法人（設立・変更届）

検察庁 30,695 1,042 ・保管記録保管簿

(100.0) (3.4) ・例規

国土交通省 19,166 805 ・工事完成図

(100.0) (4.2) ・許可申請

環境省 11,784 552 ・自然環境保全基礎調査報告書

(100.0) (4.7) ・公園事業計画書

（注）　（　）内は、施行令第９条第２項に基づく延長ファイル等数に占める割合を表す。

行政機関名 主な事例

公文書管理法施行令第９条第２項に基づく保
存期間を延長したファイル等数
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(4) 行政文書ファイル保存要領・集中管理の推進に関する方針の整備状況 

 ガイドラインでは、総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存

に資するよう、「行政文書ファイル保存要領」を作成するものとするとされ

ている。 

また、公文書管理法第６条第２項において、行政機関の長は行政文書ファ

イル等の集中管理の推進に努めなければならない旨を規定し、ガイドライン

の「第５ 保存」の「３ 集中管理の推進」において、各行政機関の総括文

書管理者は遅くとも平成 25 年度までに「集中管理の推進に関する方針」を

定めるものとされている。 

これらについては、すべての行政機関で整備されている。 
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４ 文書管理に係る研修の実施状況 

  公文書等の管理を適正かつ効果的に行うためには、文書管理の意義を十分

に理解させるとともに、文書管理に必要な知識・技能を習得させ、及び向上さ

せることが重要であり、公文書管理法では、行政機関の長に対し、職員に必要

な研修を行うこととされている（第 32条第１項）。 

各行政機関における研修の実施状況をみると、表９のとおり、延べ 21,701

回の研修を実施しており、このうち一般職員を対象とした研修が約半数

（51.5%）を占めている。 

研修の参加職員数をみると、延べ 479,997 人が参加しており、そのうち総括

文書管理者が実施する研修への参加者が延べ 471,427 人であり、研修参加者

の大半(98.2%)を占めている。 

平成 26年度と比べると、研修回数及び参加職員数とも増加している。 

 

表９ 研修の実施状況 
（単位：回、人）

研修の実施回数 21,701

(21,187)

一般職員 11,167

新規採用職員 931

文書管理者 1,234

文書管理担当者 5,946

監査担当者 301

転入者 1,802

その他 320

研修の参加職員数 479,997

(419,341)

総括文書管理者が実施する研修 471,427

人事院の職員研修（文書管理に係る講座を含むものに限る。） 32

総務省のオンライン研修（公文書管理・情報公開等） 7,611

（独）国立公文書館が実施する研修 593

（独）国立公文書館以外の国立公文書館等が主催する研修 6

その他 328

（注）　（　）内は、平成26年度のもの。

対
象
者
別

他

の

機

関

が

実

施

す

る

研

修
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５ 点検及び監査の実施状況 

  ガイドラインでは、各行政機関における文書管理の実施責任者たる文書管

理者は、自ら管理責任を有する行政文書の管理状況について、少なくとも毎

年度１回、点検を行うこととされている。また、各行政機関における文書管

理に関するコンプライアンスを確保するための責任者たる監査責任者は、行

政文書の管理状況について、少なくとも毎年度１回、監査を行うこととされ

ている。 
 

(1) 点検の実施状況 

   各行政機関の点検の実施状況をみると、表 10 のとおり、全文書管理者

23,941 人のうち、23,938 人（99.99％）の文書管理者が点検を実施したと

している。点検の内容としては、「行政文書ファイル等の保存場所は適切か」、

「廃棄するとされた行政文書ファイル等は適切に廃棄されているか」、「行

政文書ファイル等の保存場所を的確に把握しているか」などである。 

   これらの点検により、「行政文書ファイル等が作成又は取得されているに

もかかわらず行政文書ファイル管理簿への記載が漏れている、背表紙が貼

付されていない、行政文書ファイル名がその内容を端的に示すわかりやす

いものとなっていない」などの不適切事例が指摘され、各文書管理者にお

いて、改善措置が実施されている（資料 14参照）。 

   なお、点検は、大半が「年に１回」実施（21,364人、89.24％）としてい

るが、「半年に１回」実施（1,816人、7.59％）のほか、「３か月に１回」実

施（453 人、1.89％）、毎月実施（116 人、0.48％）しているものもみられ

た。 

 また、点検を実施しなかった理由としては、所管する行政文書ファイルを

保有していないこと等であった。 
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表 10 点検の実施状況 

（単位：人、％）

文書管理者数

点検を実施

３か月に 半年に 年に

 １回 　１回 １回

23,941 23,938 116 453 1,816 21,364 5 3

(100.00) (99.99) (0.48) (1.89) (7.59) (89.24) (0.02) (0.01)

24,411 24,400 57 228 5,535 18,408 172 11

(100.00) (99.95) (0.23) (0.93) (22.67) (75.41) (0.70) (0.05)

23,844 23,807 272 727 5,053 17,241 514 37

(100.00) (99.84) (1.14) (3.05) (21.19) (72.31) (2.16) (0.16)

平成24年度 23,449 23,435 125 214 4,575 17,789 732 14

(100.00) (99.94) (0.53) (0.91) (19.51) (75.86) (3.12) (0.06)

平成23年度 23,973 23,592 313 640 5,117 17,434 88 381

(100.00) (98.41) (1.31) (2.67) (21.34) (72.72) (0.37) (1.59)

(注)１　本表については、小数点以下第３位を四捨五入している。

　　２　（　）内は、文書管理者数に占める割合を表す。

平成25年度

点検を
未実施

点検の実施頻度

毎月 その他

平成27年度

平成26年度

 
 

 (2) 監査の実施状況 

  各行政機関における監査の実施状況をみると、45 機関中 42 機関（93.3%）

で、文書管理に係る監査が実施されたとしている。そのうち 31 機関におい

ては、「行政文書ファイル管理簿への登録が漏れている、行政文書の保存期

間が標準文書保存期間基準に従い設定されていない、内閣府の廃棄同意を得

た行政文書ファイル等が保存期間が満了しても適切に廃棄されていない」な

どの指摘事項がみられ、改善措置等が行われている（資料 14参照）。 

  なお、いずれの機関も、監査はおおむね年１回実施することとしており、

文書管理者が多いところは、例えば毎年全文書管理者を対象とした書面監査

を実施するとともに、実地監査は３年又は５年で一巡させるなど、計画的に

監査ができるようにしている。 

  また、監査を実施しなかった理由としては、監査責任者による監査対象年

ではなかった等によるものである。 
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６ 行政文書ファイル等の紛失等の状況 

  (1) 行政文書ファイル等の紛失等の状況 

  ガイドラインでは、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄については、被

害の拡大防止や業務への影響の最小化等の観点から、組織的に対応すべき重

大な事態であることに鑑み、紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ち

に総括文書管理者に報告することとしている。 

平成 27年度においては、各行政機関における文書管理に係る点検の結果、

あるいは行政文書ファイル等を利用しようとしたところ、当該ファイル等が

見当たらなかったなどにより、表 11 のとおり、211 件の紛失等事案が判明

した。この件数は平成 26年度（130 件）と比べて増加している。 

これらの紛失等の原因は、はっきりとしない場合も多くみられるが、廃棄

処理時に廃棄簿との突合作業が不十分であったため誤廃棄したもの、ファイ

ルの背表紙の記載が誤っていたため誤廃棄したもの、サーバーデータの移行

漏れによりデータが消失したものなどがみられた。 

なお、これらの紛失等事案については、総括文書管理者への報告がなされ、

各行政機関において、職員への指導、復元措置、業務手順の見直し等といっ

た事案への対応、再発防止策等の措置がとられている。 

 

  ○紛失等の事案と再発防止策の事例 

・ 行政文書の管理状況の点検を行ったところ、行政文書ファイル等の所

在が確認できず、調査した結果、廃棄した事実が確認できず、紛失した

ものとされた事案 

    ⇒  ・文書管理者、幹部による職員への指導の徹底。 

・ファイルの適正な登録、保管管理の徹底。 

・廃棄時の突合点検と複数職員の確認。 

・人事異動期の文書引継ぎの徹底。 

       

(2) 職員の処分の状況 

行政文書ファイル等の紛失等のほか、文書管理に係る不適切事案が発生

した場合には、当該事案の内容、社会への影響等を勘案した上で、必要に応

じ、各行政機関において職員の処分を行っている。平成 27 年度の紛失等事

案及び不適切な文書管理に起因する職員の処分の状況をみると、表 13 のと

おり、その他の不適切な文書管理１件に対し、職員４人に懲戒処分（免職及

び戒告）が行われている。 

 

 



22 
 

  ○懲戒処分が行われた不適切な文書管理の事案と再発防止策の事例 

・ 職員が、職務に関連する資料を不正に持ち出していたことが判明した

事案 

     ⇒ ・ 部内への通知により、注意喚起を図った。 

 
表 11 紛失等の状況 

（単位：件）

紛失等事案の件数 事案別 対応別

紛失 誤廃棄
焼失等の
き損

関係者等
への注意
喚起、指
導等

行政機関
内への注
意喚起等

業務手
順、マ
ニュアル
の見直し

その他 復旧措置
を行った
件数

事案の公
表を行っ
た件数

211 161 50 0 166 137 62 3 79 16

130 93 37 0 125 118 72 16 40 16

208 149 59 0 204 190 73 36 91 16

255 187 68 0 245 236 117 46 155 7

平成23年度 181 147 33 1 180 181 63 9 133 －

平成25年度

平成24年度

平成27年度

平成26年度

 

 

表 12 不適切な文書管理事案への対応 
（単位：件）

不適切な文書管理による処分事案の件数（紛失等を除く。）

関係者等への
注意喚起、指
導等

行政機関内へ
の注意喚起等

業務手順、マ
ニュアルの見直
し

その他 事案の公表を
行った件数

1 1 1 1 0 1

2 2 2 1 0 2

1 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1

（注）１　「処分」とは、国家公務員法（昭和22年法律第120号）第82条に基づく懲戒処分を表す。

　　　２　平成23年度は対応別調査を行っていない。

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度
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表 13 職員の処分の状況 

（単位：件）

処分事案の件数

紛失等事案 不適切な文書管理（紛失等を除く。）

紛失 誤廃棄
焼失等のき
損

文書作成義務
違反

その他不適切な
文書管理

0 0 0 0 1 0 1

処分者数（人） 0 0 0 0 4 0 4

0 0 0 0 2 0 2

処分者数（人） 0 0 0 0 8 0 8

1 0 1 0 1 0 1

処分者数（人） 1 0 1 0 1 0 1

4 1 3 0 3 0 3

処分者数（人） 5 1 4 0 4 0 4

平成23年度 1 1 0 0 5 1 4

処分者数（人） 1 1 0 0 5 1 4

（注）１　「処分」とは、国家公務員法（昭和22年法律第120号）第82条に基づく懲戒処分を表す。
　　　２　１事案に２人以上の処分者がある場合は、件数と処分者数が一致しない。

平成27年度

平成25年度

平成24年度

平成26年度
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